
（別 紙）

セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案）

１．適用範囲
本試験要領は、セメント及びセメント系固化材を原位置もしくはプラントにおいて土と混合する改

良土の六価クロムの溶出試験に適用するものとし、対象工法は表－１のとおりとする。ここで、セメ
ント及びセメント系固化材とは、セメントを含有成分とする固化材で、普通ポルトランドセメント、

高炉セメント、セメント系固化材、石灰系固化材をいい、これに添加剤を加えたものを含める。

２．試験の種類及び方法

本試験要領における六価クロム溶出試験は、以下の方法で構成される。
２－１ セメント及びセメント系固化材の地盤改良に使用する場合の試験

本試験では原地盤内の土と混合して施工される地盤改良を対象とする。

（１）配合設計の段階で実施する環境庁告示４６号溶出試験（以下 「試験方法１」という）、
環境庁告示４６号の溶出試験は、土塊・団粒を粗砕した 以下の土壌を用いて６時間連続2mm

振とうした後に、六価クロム溶出量を測定する方法である 。この試験は、固化材が適切かどう注１ ）

かを確認することを目的に行う。

（２）施工後に実施する環境庁告示４６号溶出試験（以下 「試験方法２」という）、
改良された地盤からサンプリングした試料を用い、実際に施工された改良土からの六価クロム

の溶出量を確認する目的で行う。

（３）施工後に実施するタンクリーチング試験（以下 「試験方法３」という）、
タンクリーチング試験は、塊状にサンプリングした試料を溶媒水中に静置して六価クロム溶出

量を測定する方法である（添付資料２を参照 。この試験は、改良土量が 程度以上ま） 5,000m3 注２）

たは改良体本数が 本程度以上の改良工事のみを対象に、上記（２）で溶出量が最も高かった500
箇所について、塊状の試料からの六価クロムの溶出量を確認する目的で行う。

（４）試験方法２及び３の実施を要しない場合

試験方法１で六価クロムの溶出量が土壌環境基準を超えなかったセメント及びセメント系固化
材を地盤改良に使用する場合、試験方法２及び３を実施することを要しない。ただし、火山灰質
粘性土を改良する場合は、試験方法１の結果にかかわらず、試験方法２及び３を実施するものと

する。

注１）環境庁告示４６号溶出試験

（添付資料１）のとおり、平成３年８月２３日付け環境庁告示４６号に記載された規格で行う。

注２）施工単位が となっている場合は への換算を行う。m m2 3

２－２ セメント及びセメント系固化材を使用した改良土を再利用する場合の試験
本試験は、以下に示すような再利用を目的とした改良土を対象とする。

)建設発生土及び建設汚泥の再利用を目的として、セメント及びセメント系固化材によって改1
良する場合

)過去もしくは事前にセメント及びセメント系固化材によって改良された改良土を掘削し、再2
利用する場合



（１）配合設計、プラントにおける品質管理、もしくは改良土の供給時における品質保証の段階で実

施する環境庁告示４６号溶出試験（以下 「試験方法４」という）、
この試験は、固化材が適切かどうか、もしくは再利用を行う改良土からの溶出量が土壌環境基

。 （ 、「 」 ）準値以下であるかを確認する目的で行う 本試験は改良土の発生者 以下 供給する者 という

が実施し、利用者（以下 「施工する者」という）に試験結果を提示しなければならない。また、、
利用者は発生者から試験結果の提示を受けなければならない。環境庁告示４６号溶出試験の方法
は２－１（１）に同じ。

（２）施工後に実施する環境庁告示４６号溶出試験（以下 「試験方法５」という）、

２－１（２）に同じ。ただし、本試験は改良土を施工する者が実施する。

（３）施工後に実施するタンクリーチング試験（以下 「試験方法６」という）、

２－１（３）に同じ。ただし、本試験は改良土を施工する者が実施する。

３．供試体作成方法及び試験の個数

工事の目的・規模・工法によって必要となる供試体作成方法及び試験の数は異なるが、以下にその
例を示す。

３－１ セメント及びセメント系固化材を地盤改良に使用する場合
（１）配合設計の段階で実施する環境庁告示４６号

溶出試験（ 試験方法１」に対して）「

、室内配合試験時の強度試験等に使用した供試体から
～ 程度の試料を確保する。400 500g

配合設計における室内配合試験では、深度方向の各

土層（あるいは改良される土の各土質）ごとに、添加
量と強度との関係が得られるが、実際には右図のよう
に、室内配合試験を行った添加量（配合Ａ，Ｂ，Ｃ）

と、現場添加量（目標強さに対応した添加量）とが一
致しない場合が多い。そのため、室内配合試験のなか

、 （ ）から 現場添加量に最も近い添加量の供試体 配合Ｃ
を選び、各土層（あるいは改良される土の各土質）ご
とに供試体（材齢７日を基本とする）を１検体ずつ環

境庁告示４６号溶出試験に供する。

（２）施工後に実施する環境庁告示４６号溶出試験

（ 試験方法２」に対して）「
現場密度の確認あるいは一軸圧縮強さなどの品質管

理に用いた、もしくは同時に採取した試料（材齢２８

日を基本とする）から、 ～ 程度の試料を確保す400 500g
る。なお、試料の個数は、以下のように工法に応じたも
ものを選択する。

＜試験個数１＞ 表層安定処理工法、路床工、上層・下層路盤工、改良土盛土工など
) 改良土量が 以上の工事の場合1 5,000m3

改良土 に１回程度（１検体程度）とする。1,000m3

) 改良土量が 以上 未満の工事の場合2 1,000m 5,000m3 3
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) 改良土量が に満たない工事の場合3 1,000m3

１工事当たり１回程度（合計１検体程度）

＜試験個数２＞ 深層混合処理工法、薬液注入工法、地中連続壁土留工など

) 改良体が 本未満の工事の場合1 500
ボーリング本数（３本）×上中下３深度（計３検体）＝合計９検体程度とする。

)改良体が 本以上の工事の場合2 500
ボーリング本数（３本＋改良体が 本以上につき 本増えるごとに１本）×上中下500 250

３深度（計３検体）＝合計検体数を目安とする。

（３） タンクリーチング試験（ 試験方法３」に対して）「

改良土量が 程度以上または改良体本数が 本程度以上の規模の工事においては、施工後5,000m 5003

の現場密度の確認あるいは一軸圧縮強さなどの品質管理の際の各サンプリング地点において、できる
だけ乱れの少ない十分な量の試料（ 程度）を確保し、乾燥させないよう暗所で保管する。タンク500g
リーチング試験は、保管した試料のうち「試験方法２」で溶出量が最大値を示した箇所の１試料で実
施する。

３－２ セメント及びセメント系固化材を使用した改良土等を再利用する場合
（１） 配合設計、土質改良プラントの品質管理、改良土の供給時における品質保証の段階で実施す

る環境庁告示４６号溶出試験（ 試験方法４」に対して）「

)建設発生土及び建設汚泥の再利用を目的として、セメント及びセメント系固化材によって改良1
する場合

室内配合試験による配合設計を行う場合は３－１（１）に同じ。ただし、配合設計を行わな

い場合においては、製造時の品質管理もしくは供給時における品質保証のための土質試験の
試料を用いて、 程度に１検体の割合で環境庁告示４６号溶出試験を行う。1,000m3

)過去もしくは事前にセメント及びセメント系固化材によって改良された改良土を掘削し、再利2
用する場合

利用者に提示する品質保証のための土質試験の試料を用いて、 程度に１検体の割合で1,000m3

環境庁告示４６号溶出試験を行う。

（２）施工後に実施する環境庁告示４６号溶出試験（ 試験方法５」に対して）「
３－１（２）に同じ。ただし 「試験方法２」を「試験方法５」と読み替える。、

（３）タンクリーチング試験（ 試験方法６」に対して）「
３－１（３）に同じ。ただし 「試験方法３」を「試験方法６」と読み替える。、

４．六価クロム溶出試験等の積算の考え方について
六価クロム溶出試験費及びタンクリーチング試験費等については 共通仮設費の技術管理費等に 六、 「

価クロム溶出試験費」として、別途見積により積み上げ計上するものとする。

５．特記仕様書記載例
特記仕様書の記載については、添付資料３の記載例を参考にする。



表－１ 溶出試験対象工法

工種 種別 細別 工法概要

＜深層混合処理工法＞ 地表からかなりの深さま

粉体噴射撹拌 での区間をセメント及びセメント系固化材と原地
地盤改良工 固結工 高圧噴射撹拌 盤土とを強制的に撹拌混合し、強固な改良地盤を

スラリー撹拌 形成する工法

薬液注入 地盤中に薬液（セメント系）を注入して透水性
の減少や原地盤強度を増大させる工法

表層安定処 安定処理 ＜表層混合処理工法＞ セメント及びセメント系

理工 固化材を混入し、地盤強度を改良する工法

路床安定処 路床安定処理 路床土にセメント及びセメント系固化材を混合
理工 して路床の支持力を改善する工法

＜セメント安定処理工法＞ 現地発生材、地域産
舗装工 舗装工各種 下層路盤 材料またはこれらに補足材を加えたものを骨材と

上層路盤 し、これにセメント及びセメント系固化材を添加
して処理する工法

地中に連続した壁面等を構築し、止水壁及び土
仮設工 地中連続壁 柱列杭 留擁壁とする工法のうち、ソイルセメント柱列壁

工(柱列式) 等のように原地盤土と強制的に混合して施工され
るものを対象とし、場所打ちコンクリート壁は対
象外とする

＜備 考＞

１．土砂にセメント及びセメント系固化材を混合した改良土を用いて施工する、盛土、埋戻、

土地造成工法についても対象とする。

２．本試験要領では、石灰パイル工法、薬液注入工法（水ガラス系・高分子系 、凍結工法、）

敷設材工法、表層排水工法、サンドマット工法、置換工法、石灰安定処理工法は対象外
とする。



（添付資料１）

土壌の汚染に係る環境基準について（抜粋）
（平成３年８月２３日環境庁告示第４６号）

改正 平成５環告１９・平成６環告５・平成６環告２５・平成７環告１９・平成１０環告・２１

公害対策基本法（昭和４２年法律第１３２号）第９条の規定に基づく土壌の汚染に係る環境基準につ
いて次のとおり告示する。

環境基本法（平成５年法律第９１号）第１６条第１項による土壌の汚染に係る環境上の条件につき、
人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準（以下「環境基準」とい
う ）並びにその達成期間等は、次のとおりとする。。
第１ 環境基準

１ 環境基準は、別表の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の環境上の条件の欄に掲げるとおりとす
る。

２ １の環境基準は、別表の項目の欄に掲げる項目ごとに、当該項目に係る土壌の汚染の状況を的確
に把握することができると認められる場所において、同表の測定方法の欄に掲げる方法により測定
した場合における既定値によるものとする。

３ １の環境基準は、汚染がもっぱら自然的原因によることが明らかであると認められる場所及び原
材料の堆積場、廃棄物の埋立地その他の別表の項目の欄に掲げる物質の利用又は処分を目的として
現にこれらを集積している施設に係る土壌については、適用しない。

第２ 環境基準の達成期間等
環境基準に適合しない土壌については、汚染の程度や広がり、影響の態様等に応じて可及的速や

かにその達成維持に努めるものとする。
なお、環境基準を早期に達成することが見込まれない場合にあっては、土壌の汚染に起因する環

境影響を防止するために必要な措置を講ずるものとする。

別 表
項 目 環 境 上 の 条 件 測 定 方 法

六価クロム 検液１ につき０．０５ｍｇ以下で 規格６５．２に定める方法ç
あること。

備 考
１ 環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成

し、これを用いて測定を行うものとする。

付 表

検液は、次の方法により作成するものとする。
１ カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、ＰＣＢ及びセレンに

ついては、次の方法による。
(1) 採取した土壌の取扱い

採取した土壌はガラス製容器又は測定の対象とする物質が吸着しない容器に収める。試験は
土壌採取後直ちに行う。試験を直ちに行えない場合には、暗所に保存し、できるだけ速やかに
試験を行う。

(2) 資料の作成
採取した土壌を風乾し、中小礫、木片等を除き、土塊、団粒を粗砕した後、非金属製の２ｍ

ｍの目のふるいを通過させて得た土壌を十分混合する。
(3) 試料液の調整

試料（単位ｇ）と溶媒（純水に塩酸を加え、水素イオン濃度指数が５．８以上６．３以下と
なるようにしたもの （単位ｍ ）とを重量体積比１０％の割合で混合し、かつ、その混合液） ç
が５００ｍ 以上となるようにする。ç

(4) 溶出
調製した試料液を常温（おおむね２０℃）常圧（おおむね１気圧）で振とう機（あらかじめ

振とう回数を毎分約２００回に、振とう幅を４ｃｍ以上５ｃｍ以下に調整したもの）を用い
て、６時間連続して振とうする。

(5) 検液の作成
(1)から(4)の操作を行って得られた試料液を１０分から３０分程度静置後、毎分約３，００

０回転で２０分間遠心分離した後の上澄み液を孔径０．４５μｍのメンブランフィルターでろ
過してろ液を取り、定量に必要な量を的確に計り取って、これを検液とする。



分析方法と留意点

本指針で示した汚染土壌に係る分析方法の概要とその留意点は、次のとおりである。

(1) 土壌中重金属等の溶出量分析方法（土壌環境基準、平成３年８月２３日付け環境庁告

示第４６号に掲げる方法）

① 検液の作成（溶出方法）

土壌の取扱い

1) 採取した土壌はガラス製容器等に収める。試験を直ちに行えない場合には、

暗所に保存する。

試料の作成

2) 採取した土壌を風乾し、中小礫、木片等を除き、土塊、団粒を粗砕した後、

非金属製の２ｍｍの目ふるいを通過させて得た土壌を十分混合する。

試料液の調製

3) 試料（ｇ）と溶媒（純水に塩酸を加えてｐＨ＝５．８～６．３としたもの（

ｍ ）とを１：１０（Ｗ：Ｖ）の割合で混合する。ç）

4) 混合液が５００ｍ 以上となるようにする。ç

溶 出

5) 常温（おおむね２０℃）常圧（おおむね１気圧）で振とう機（振とう回数毎

分２００回、振とう幅４～５ｃｍ）を用いて６時間連続振とうする。

静 置

6) 溶出した試料液を１０～３０分程度静置する。

ろ 過

7) 試料液を毎分３，０００回転で２０分遠心分離した後の上澄み液をメンブラ

ンフィルター（孔径０．４５μｍ）を用いてろ過してろ液を取り、検液とす

る。

検 液



② 定量方法

ジフェニルカルバジド吸光光度法 (JIS K0102の65.2.1)

フレーム原子吸光法 (JIS K0102の65.2.2)

電気加熱原子吸光法（フレームレス原子吸光法）(JIS K0102の65.2.3)

ＩＣＰ発光分析法 (JIS K0102の65.2.4)

ＩＣＰ質量分析法 (JIS K0102の65.2.5)



（添付資料２）

タンクリーチング試験について

タンクリーチング試験は下図のように、施工後の品質管理等の際に確保した試料を、塊状のまま溶

媒水中に水浸し、水中に溶出する六価クロムの濃度を測定するものである。試験方法及び手順は以下
のとおりである。

１． 施工後のサンプリング等で確保していた試料から 程度の供試体を用意する。供試体は環境400g
庁告示４６号の溶出試験のように、土塊や団粒を 以下に粗砕せず、できるだけ塊状のものを2mm
用いる。その際、

) 一塊の固形物として確保できる場合は、固形物のまま1
) 数個の塊に分割した状態の場合は、分割した塊の状態のまま2
) 形状の保持が困難な粒状の状態で確保されるものについては、粒状のまま3

を供試体とする。形状寸法は定めない。

２．溶媒水として純水を使用する。純水の初期の は ～ とする。pH 5.8 6.3

． 、 。 、 （ 、３ 非金属製の容器を準備し 採取試料 程度を容器内に置く その後 所定量の溶媒水 固液比400g 1:10
試料の乾燥重量の 倍体積の溶媒水＝ 程度）を充填し、供試体のすべてが水中に没するよう水10 4L
浸させる。水浸の際にはできるだけ供試体の形状が変化しないよう注意し、水浸直後の供試体の状
況をスケッチにより記録する。

４．容器を密封後、 Ｃの恒温室内に静置する。この間、溶媒水の 調整は行わない。20 pH０

５．水浸 日後に溶媒水を採水し、六価クロムの濃度測定を行う。濃度測定は（添付資料１）に示し28
たＪＩＳ Ｋ０１０２の６５．２に定める方法とする。採水の際には溶媒水を軽く撹拌した後、濃度
測定に必要な分量を採取し、孔径 μ のメンブランフィルターにてろ過する。0.45 m

６．試験終了後には、水中での供試体の状態をスケッチし記録する。

純水
固液比=1:10

改良体

粒状体

数個の塊状態

固形体

所定期間養生した改良体を
固液比1:10の純水中に浸漬

所定期間浸透漬後，
採水し46号溶出試験を実施

改良体

溶出

採水



（添付資料３）

特記仕様書記載例

第○○条 六価クロム溶出試験（及びタンクリーチング試験）

本工事は 「六価クロム溶出試験（及びタンクリーチング試験 」の対象工事であり、下記に示す工、 ）

種について、六価クロム溶出試験（及びタンクリーチング試験）を実施し、試験結果（計量証明書）

を提出するものとする。

なお、試験方法は、セメント及びセメント系固化材を使用した改良土等の六価クロム溶出試験要領

によるものとする。

また、土質条件、施工条件等により試験方法、検体数に変更が生じた場合は、監督職員と協議する

ものとし、設計変更の対象とする。

六価クロム溶出試験対象工種名及び検体数：

○○工 ○○○工法 ： 配合設計段階○○検体、施工後段階○○検体

××工 ×××工法 ： 配合設計段階××検体、施工後段階××検体

・

・

・

・

（表－１の対象工法を参考に記載する ） 合計 △△検体。

タンクリーチング試験対象工種名及び検体数

○○工 ○○○工法 ： □検体

××工 ×××工法 ： ◆検体

・

・

合計 ▽検体

※１ 部今回変更。

※２ 試験２～６を見込まない（想定しない）場合は、 部を記載しない。

（変更特記仕様書に記載）


